
テニスラウンジ新座レンタルコート利用規約 

 

 

この規約は、テニスラウンジ新座レンタルコートを一般貸出する際の規約であり、安全、円

滑かつ秩序正しく運営するために規定するものである。本施設を利用するすべての利用者

に適用される。 

 

1.貸出の用途について  

(1)貸出は個人、団体、法人も可とするが営利目的での使用は認めない。ただし、本校が書

面により許可した場合はこの限りではない。 

(2)使用用途としては、テニスに限るが、本校が書面により許可した場合のみこの限りでは

ない。  

 

2.施設及び用具の利用時間及び料金について 

別途料金規定によるものとする。  

 

3.キャンセルについて 

キャンセルについては、理由に関わらず、利用日程の前々日から 50%、当日 100%のキャン

セル料が発生する。また、無断キャンセルについては 100%のキャンセル料が発生する。  

 

4.利用中の事故について 

利用中の事故に関しては、本校は一切その責任を負わないものとする。利用者は、利用前に

本施設の安全確認を実施し、気になる点があり、プレー前であればキャンセルを可とする。 

また、本施設内での会員の私物の紛失・盗難等について、本校は一切の責任を負わない。  

 

5.施設の利用について  

(1)本施設の備品に関しては使用しない 

(2)各自のごみは持ち帰ること 

(3)利用後は、利用前の状態に戻すこと 

(4)コート内ではテニスシューズを着用すること 

 

6.施設での禁止事項 

(1)大声・騒音で近隣住民等に迷惑をかける行為 

(2)定められた場所以外での飲食 

(3)飲酒されている方の利用 



(4)反社会的勢力の方、またはその関係者の利用 

(5)本施設内での喫煙 

(6)本施設内の用具の無断持ち出し 

(7)本施設及び用具の破損 

(8)使用を許可された時間以外での無断使用 

上記禁止事項が発覚した場合、本校は利用者に直ちに本施設の利用を禁止し、 

損害の弁償を請求することができる。  

 

7.無人時間の利用について 

(1)１人でのご利用は不可とする。 

(2)未成年者の 22 時〜5 時の利用は、保護者、他責任者同伴の場合のみ可能。 

(3)AED、救急用具の場所を予め確認しておく。 

(4)決められた場所以外への入室は禁止とする。（コート、トイレのみ可） 

(5)窓を開けた場合は責任を持って戸締りの確認をし、施錠する。 

(6)最終プレーされた方は電気の消し忘れがないようにする。 

(7)原則プレーの間は外出はなしとする。 

※オンラインキーの性質上、開け締めができないため。 

(8)忘れ物・紛失等について本校は一切の責任を負わない。 

(9)冷房の利用は施設のルールに基づき利用することとする。 

 

8.損害賠償 

利用者は、この規約に違反した場合、本校が被った損害の一切を賠償する。 

 

 

 

※上記の規約について、理解及び承諾いたしました。 

 

年  月  日 

 

利用者  

 

氏 名：                

 

住 所：                                 

 

電 話：                


